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令和6年11月6日より「第1回 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関

する検討プロジェク」が開催されました。

地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機

能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもので、

2025年の病床数の必要量について医療機能ごとに推計しています。

本プロジェクトでは、精神医療を取り巻く環境や2040年頃を見据えた課題を整理し、一般医療と

の連携体制の強化及び精神科病院の構造改革などについて議論していく予定です。

地域医療構想に精神医療を位置付ける検討プロジェクトが始動しました。1

【厚生労働省㏋】　第1回新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム（資料） 

 【厚生労働省㏋】 第1回 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等
に関する検討プロジェクトチーム（資料）

【新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題（一部抜粋）】

○ 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合に法律改正を要する以下の内容につ

いて、どのように考えるか。

• 精神病床も、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的に適正化・機能分化を進

めるため、2040年頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること。

• 精神病床も、現在と将来の病床機能・診療実績等を見える化し、データに基づく協議・検討

を可能とするため、病床機能報告として病床機能の現状や今後の方向等の報告を求めること。

• 精神医療も、精神医療体制の確保に向けた協議を推進するため、構想区域・協議の場を設定

すること。

• 精神医療も、計画的かつ効率的に精神病床の適正化・機能分化を進めるため、一般病床等に

係る知事権限の対象とすること。

• 新たな地域医療構想において検討中の医療機関機能や外来･在宅医療等の対象化等について、

精神科医療機関や精神医療も対象とすること。

詳しい内容ついては、日精看ホームページ看護管理者の部屋に掲載している「第1回 新たな地

域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム」から

ご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45081.html
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